
問１―１ 

（対後藤大臣） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問１（対大臣）．フリーランスとしての働き方がこれ
まで以上に着目されてきたことを踏まえて、政府は
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画に
おいてフリーランスについて言及してきている。政
府として、日本の社会におけるフリーランスの位置
付け及びフリーランスの位置づけを踏まえた法律案
の必要性を教えていただきたい。 

 
１ 政府としては、個人が多様な働き方の中から、それ
ぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境
を整備することが重要であり、フリーランスという働
き方は、選択肢の一つであると考えている。 

 
２ 現に、「自分の仕事のスタイルで働きたい」、「働く
時間や場所を自由にしたい」といった理由から、フリ
ーランスとして働くことを積極的に選択する個人が多
数いるものと承知している。 

     
３ 一方で、事業者間取引（BtoB）において、業務委託
を受けるフリーランスの方々が、不当な不利益を受け
るといった取引上のトラブルが生じている実態がある
ことから、フリーランスの方々が安定的に働くことが
できる環境を整備することは重要である。 

 
 トラブルの例： 

・発注後において発注者の都合により、一方的に取引の発注数量が

減らされた又は発注が取り消されたこと 

・発注者からの報酬が支払期日までに支払われなかったこと 

  



問１―２ 

４ このため、今回の法律案では、 
① 取引の適正化を図るため、特定受託事業者に業務
委託をする事業者に対し、給付の内容の明示等を義
務付けるとともに、 

② 就業環境の整備を図るため、特定受託事業者に業
務委託をする事業者に対し、育児介護等に対する配
慮、ハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義
務付けること 

 等を盛り込んだところである。 
 
５ 本法律案により、フリーランスの方々が、不当な不
利益を受けることなく、安定的に働くことができる環
境を整えてまいりたい。 

 
６ なお、フリーランスとして働くことを希望しない方
にまでフリーランスという働き方を拡大していくこと
を意図するものではない。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問１―３ 

（参考１）成長戦略実行計画（令和２年７月17日閣議決定）（抄） 

 

第２章 新しい働き方の定着 

２．フリーランスの環境整備 

フリーランスについては、内閣官房において、関係省庁と連携し、

本年２月から３月にかけて、一元的に実態を把握するための調査を実

施した。その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会

議において、政策の方向性について検討し、以下の結論を得た。 

多様な働き方の拡大、ギグエコノミーの拡大による高齢者雇用の拡

大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などの観点か

らも、個人がフリーランスを選択できる環境を整える必要がある。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、フリーラン

スとして働く人に大きな影響が生じており、発注のキャンセル等が発

生する中、契約書面が交付されていないため、仕事がキャンセルにな

ったことを証明できない、といった声もある。 

こうした状況も踏まえ、フリーランスとして安心して働ける環境を整備

するため、政府として一体的に、以下の保護ルールの整備を行う。 

 

  



問１―４ 

（参考２）衆・予算委員会（令和２年２月４日）国会会議録（抄） 

 

○笠井委員 いろいろな働き方があると言われましたけれども、この間、

正規から非正規雇用への置きかえが進んだのに加えて、今度は雇用に

よらない働き方がふえて、大きくさま変わりしているという状況であ

ります。 

  こうした働き方について、じゃ、今政府がどのように見ているかと

いうことでいいますと、総理が議長を務める未来投資会議が昨年十二

月十九日にまとめた中間報告で、そうした働き方について、組織の中

に閉じ込められ固定されている人を解放するもの、そういう見出しも

立てて、むしろ推奨をしている。それは間違いありませんね。 

 

○西村国務大臣 未来投資会議を担当しております私の方からお答え申

し上げます。 

  まさに委員御指摘のとおり、第四次産業革命が進む中で、インター

ネットを使ってさまざまな働き方が増加をしてきております。御指摘

のように、短期、単発の仕事を請け負って個人で働く新しい就業形

態、ふえているわけであります。時間があるときに兼業、副業でやる

方もおられれば、あるいは、高齢者の新たな就業形態の一つとしても

期待されているところでございます。 

  御指摘の未来投資会議におきまして、昨年十二月に、新たな成長戦

略実行計画策定に関する中間報告において、多様な働き方の一つとし

て、希望する個人が、希望する個人が個人事業主、フリーランスを選

択できる環境を整える必要があるという指摘をしているところであり

ます。 

  （後略） 

 

 



問１―５ 

（参考３）トラブルの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



問１―６ 

（参考４）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）① 

  

内閣官房が実施したフリーランス実態調査によれば、フリーラン

スという働き方を選択した理由について、 

・「自分の仕事のスタイルで働きたいため」と回答した者が６割 

・「働く時間や場所を自由とするため」と回答した者も４割 

となっている。 

 

 また、フリーランスという働き方の満足度については、 

・「仕事上の人間関係」、 

・「就業環境（働く時間や場所など）」、 

・「プライベートとの両立」 

などの項目で、７割以上が満足と回答しており、 

８割の者が「今後もフリーランスとして働き続けたい」としている。 

  



問１―７ 

（参考５）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）② 

 

  



問１―８ 

（参考６）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）③ 

  



問１―９ 

（参考７）「フリーランス実態調査結果」（令和２年５月 内閣官房）④ 

 

 

 



問２―１ 

（対後藤大臣） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 
問２．フリーランスが加入する国民健康保険は、会社
員が加入する健康保険より給付が手薄であり、同様
に、国民年金も厚生年金より給付金額が低いなどの
問題がある。全世代型社会保障構築会議の報告書で
は、フリーランスに被用者保険の適用を図ることに
ついて検討を深めるべきとされているが、大臣の考
えを問う。 

【注】

 
 
１． 昨年12月にとりまとめた「全世代型社会保障構築

会議 報告書」では、 
・ フリーランス・ギグワーカーについて、その被

用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を
行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検
討する観点からの議論を着実に進めるべきとされ、 

・  具体的には、「フリーランスとして安心して働け
る環境を整備するためのガイドライン」に照らし
て、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する
方々については、「被用者性」も認められ、被用者
保険が適用される旨を明確化した上で、その適用
が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講
ずるべき、 

・  そのうえで、それ以外の「労働者性」が認めら
れないフリーランス・ギグワーカーに関しては、
新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を
図ることについて、フリーランス・ギグワーカー
として働く方々の実態や諸外国の例なども参考と
しつつ、引き続き、検討を深めるべき 

 とされている。 
  



問２―２ 

２．（報告書でも述べられているように、）勤労者がその
働き方や勤め先の企業規模・業種にかかわらず、ふさ
わしい社会保障を享受できるようにするとともに、雇
用の在り方に対して中立的な社会保障制度としていく
観点から、こうした課題への対応を着実に進めること
は重要と考えている。 
同報告書に基づき、今後は所管の厚生労働省におい

て検討が進められるものと承知しているが、私として
も検討状況をしっかりフォローアップしてまいりたい。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局参事官 横山 玄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問２―３ 

（参考１）全世代型社会保障の構築に向けた取組について（令和４年 12

月 16日全世代型社会保障構築本部決定） 
 
 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けた取組について
は、別紙に掲げる「全世代型社会保障構築会議 報告書 ～全世代で支え
合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服する～」（令和４年12月16日）
に基づき、今後、政府として着実に進めていくものとする。 
 
 

  



問２―４ 

（参考２）全世代型社会保障の構築に向けた取組について（令和４年 12

月 16日全世代型社会保障構築本部決定） 

 

Ⅲ． 各分野における改革の方向性 

２． 働き方に中立的な社会保障制度等の構築 

（１） 基本的方向 

国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んでいる。こう

した中で、格差の固定化や貧困の防止を図り、社会の分断を防ぐ観点からも、どのような

働き方をしてもセーフティネットが確保され、誰もが安心して希望どおりに働くことができる

社会保障制度等を構築することが求められている。 

同時に、少子化対策の観点からも、子育て・若者世代が将来に展望を持つことができ、

生涯未婚率の低下にもつなげられるよう、労働市場、雇用の在り方について不断に見直し

を図ることが重要であり、非正規雇用労働者を取り巻く課題の解決や、希望すれば誰もが

主体的に成長分野などの企業へ円滑に移動できるような環境整備を図ることが必要である。

このことは、「構造的な賃上げ」につながるとともに、国民所得の持続的な向上によって社

会保障制度の持続可能性を支えることにもなる。 

（２） 取り組むべき課題 

① 勤労者皆保険の実現に向けた取組 

○  勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種にかかわらず、ふさわしい社会保

障を享受できるようにするとともに、雇用の在り方に対して中立的な社会保障制度と

していく観点から、以下の課題への対応を着実に進めるべきである。 

（中略） 

 フリーランス・ギグワーカーについて 

フリーランス・ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、

必要な整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議

論を着実に進めるべきである。 

具体的には、まずは、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための

ガイドライン」に照らして、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する方々につい

ては、「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場合を除いて被用者保険が

適用される旨を明確化した上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早

急に講ずるべきである。 

そのうえで、上記以外の、「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカー

に関しては、新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を図ることについて、フ

リーランス・ギグワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引

き続き、検討を深めるべきである。  





問３―１ 

（対政府参考人） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問３（対政府参考人）．「労働者」ではないことを示す
立証責任を使用者側に転換させるべきではないか。 

【注】

 

 
１．我が国では、労働契約の存否について争いがある場
合には、民事訴訟のルールに基づいて、当事者双方が
主張・立証し、事実認定が行われた上で、裁判所が判
断することとされている。 

 
２． 一方、ご指摘にように、「労働者」ではないことの
立証責任を発注事業者側に転換する措置を講じるには、
その前提として、特定受託事業者として働く者を労働
者とみなすといった措置を講じることとなると考えら
れるが、このように、労働契約によらず働く者につい
て、労働者であると機械的に推定することの是非やそ
の要件については、各国においても議論があると承知
している。 

 
 
 



問３―２ 

３． また、ご指摘のような「労働者」ではないことの
立証責任の転換の措置を講じることは、特定業務委託
事業者にとって負担となり、特定受託事業者への発注
控えを招き、就業機会の減少を招くおそれがあるなど、
課題が多いと考えている。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 





問４―２ 

２．また、本法案の施行に当たっては、どのような行為
が違反となるのか等について明確にするために運用基
準等を策定し、発注事業者の予見可能性を確保してい
くことを予定している。 

 
３．そのため、本法案の規制は、特定受託事業者との取
引を避ける原因となるものではないと考えているが、
本法案が成立した場合には、特定受託事業者の取引に
与える影響も含め、本法案の施行状況について、注視
していく。 

 
４．また、本法案が成立した場合には、施行までの間に、
本法案に基づく指針や、解釈明確化のためのガイドラ
イン等を定めることとしているが、本法案の施行の状
況等も勘案し、適切に見直しを行ってまいりたい。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問５―１ 

（対後藤大臣） 

４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問５（対大臣）．法やガイドライン・指針などの見直

しの際には当事者や当事者団体の意見を十分に聞く

べきと考えるが、いかがか。 

 

１．本法案に基づく規制の見直しや、本法案に基づく指

針・解釈明確化のためのガイドライン等の策定に当た

っては、幅広く関係者の意見をよく確認して、しっか

りと検討してまいりたい。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 



問６―１ 

（対政府参考人） 

４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問６（対政府参考人）．フードデリバリー業務につい
ては、プラットフォーマーへの会員登録とその後の
個別の発注があるが、どちらが業務委託として本法
で規定する報酬額の明示や報酬の減額の禁止の対象
となるのか。 

 
１．本法案第３条では、特定受託事業者に対し「業務委

託をした場合」に給付の内容や報酬の額等を明示し
なければならないとし、第５条では、特定受託事業
者に対し「業務委託をした場合」に減額等をしては
ならない旨を規定している。 

 
２．業務委託契約の中には、 
・ 個別契約に共通して適用される条件を「基本契約」
で定め、 

・ 発注者が具体的な仕事を委託する際に、当該基本
契約に基づき、「個別契約」を締結して仕事を依頼
する 

  という契約形態があるところ、基本契約で、給付の
内容や報酬の額などの主要な取引条件を定めている
のであれば、基本契約も業務委託契約の一部をなし
ているものと考えられる。 

 
 
 
 
 



問６―２ 

３．このため、フードデリバリー業において、基本契約
も業務委託契約の一部をなしていると判断される場
合には、会員登録と個別の発注、それぞれの契約の
内容・条件を勘案して、第３条や第５条の規律を適
用することを想定している。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問６―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（定義） 

第二条 １～２ （略） 

３ この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造（加工を含

む。）又は情報成果物の作成を委託すること。 

二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託するこ

と（他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。）。 

４～７ （略） 

 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以

下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの

とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ

た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に

対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）

に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる行為



問６―４ 

（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第

一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を

減ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し

通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、

特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり直さ

せること。 

 



問７―１ 

（対政府参考人） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問７（対政府参考人）．13条や16条の「継続的業務委
託」について、例えば、Ａというフードデリバリー
のプラットフォーマー事業者とＢというフードデリ
バリーのプラットフォーマー事業者の両方に登録し
ている受託者がいるとして、Ａをメインとして毎日
受注するが、Ｂはサブとして週１回しか受注しない
といった受託者もいると聞く。このような場合、Ｂ
については継続的業務委託とされるのか。どのよう
な基準で判断するのか。 

 
１．業務委託契約の中には、 
・ 個別契約に共通して適用される条件を「基本契約」
で定め、 

・ 発注者が具体的な仕事を委託する際に、当該基本
契約に基づき、「個別契約」を締結して仕事を依頼
する 

という契約形態がある。 
 
２．こうした契約形態については、基本契約で給付の内
容や報酬など主要な取引条件を定めているのであれば、
業務委託契約の一部をなしているものとして、基本契
約の契約期間が政令で定める期間以上であるかどうか
を判断し、育児介護等との両立への配慮（第 13 条）
や中途解除等の事前予告（第 16 条）の規律を適用す
ることを想定している。 

 
 
 
 
 
 



問７―２ 

【参考】基本契約と個別契約から成る契約の例（イメージ） 

  ①Web コンテンツ作成を継続的に委託する場合に、どの発

注にも共通の報酬単価を定めた基本契約を結ぶ。 

②その後、具体的な Web コンテンツの作成を発注する際に、

内容や納期を定めた個別契約を結ぶ。 

 

３．このため、フードデリバリーサービス業において、
仮にプラットフォーマー事業者の利用規約が基本契約
として業務委託を契約の一部をなしていると判断され
る場合には、その契約期間が政令で定める期間以上で
あれば、配達の受託状況にかかわらず、継続的業務委
託に該当することがあると考えている。 

 
４．具体的にどのような契約が継続的業務委託に該当す
るかについては、法案成立後も、契約の実態を把握し、
関係者のご意見を伺いながら検討していきたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 



問８―１ 

（対政府参考人） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問８（対政府参考人）．16条の中途解除等の事前予告
義務については、受託者の行為が公序良俗に反した
り、法令・契約違反等に該当する場合、あるいは特
定業務委託事業者自身も上流の発注者に突然契約を
解除された場合などは、この義務が免除されて即時
解約することが認められるのか。 

 
１．特定業務委託事業者が契約を中途解除等する事由も
様々であることから、本法案においては、事前に予告
をすることが困難な場合等において、予告を不要とす
る例外事由を厚生労働省令で定めることとしている。 

 
２．具体的には、 

① 天災等により、業務委託の実施が困難になった
ため契約を解除する場合 

② 特定業務委託事業者の上流の発注事業者による
プロジェクトの突然のキャンセルにより、特定受
託事業者との契約を解除せざるを得ない場合 

③ 契約を解除することについて特定受託事業者の
責めに帰すべき事由がある場合 

等が想定される。 
 

３．こうした前提に立った場合、議員ご指摘のような、
特定受託事業者の行為が公序良俗に反したり、法令
違反や重大な契約違反等に当たるとされるケースは、
「契約を解除することについて特定受託事業者の責
めに帰すべき事由がある場合」に該当する可能性が
あると考えている。  

 
４．いずれにしても、予告を不要とする例外事由の具体

的な内容は、今後、取引の実態も良く把握しながら、
引き続き検討していきたい。 



問８―２ 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーラン

ス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 





問９―２ 

 
 
４．その上で、「著しく低い報酬の額を不当に定めるこ
と」に該当するかどうかは、 

 ・対価が差別的であるかどうかなどの決定内容 
 ・通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状

況  
 ・当該給付に必要な原材料等の価格動向 
 などといった要素を勘案して総合的に判断することと
なると考えている。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問９―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（定義） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）

に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる行為

（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第

一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事

業者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減

ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対

し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定める

こと。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、

特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり直さ

せること。 

 





問１０―２ 

 
３．実際に、本法律案で禁止されている減額に該当する
かどうかは、個別具体的に判断していくこととなるが、
公正取引委員会及び中小企業庁は、現在、下請代金法
を運用しており、同法においても、「下請事業者の責
めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずる
こと」が禁止規定として設けられている。 

 
４．そのため、公正取引委員会及び中小企業庁において
は、これまでの下請代金法の執行実績も参考としつつ、
本法律案についても適切に運用してまいりたいと考え
ている。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問１０―３ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（定義） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）

に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる行為

（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第

一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を

減ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し

通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１０―４ 

（参考２）下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号） 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，次の

各号（役務提供委託をした場合にあつては，第 1号及び第 4号を除く。）

に掲げる行為をしてはならない。 

 一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付の

受領を拒むこと。 

二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請代金の額を減ず

ること。 

四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付を

受領した後，下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常

支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 

六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要

がある場合その他正当な理由がある場合を除き，自己の指定する物

を強制して購入させ，又は役務を強制して利用させること。 

七 親事業者が第 1 号若しくは第 2 号に掲げる行為をしている場合若

しくは第 3 号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者に

ついて次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請

事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知ら

せたことを理由として，取引の数量を減じ，取引を停止し，その他

不利益な取扱いをすること。 

２ （略） 

 





問１１―２ 

２．また、違反行為の未然防止のための取組を推進する
ことも重要であるところ、 

 ・ 施行までの間に、本法案の内容を周知し、関係者
の意見を広く聞いたうえでガイドライン等を作成する
とともに、 

 ・ 発注事業者において取引慣行の改善を図ることも
重要であることから、必要に応じて業所管省庁とも連
携して、各業界団体を通じたフリーランス取引の適正
化に向けて働きかけるなど、 

 違反行為の未然防止にも、しっかりと取り組んでまい
りたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  





問 12―２ 

４．また、本法案の施行・運用に当たっては、フリーラ
ンス・トラブル 110 番で相談対応をする弁護士からの
ヒアリング等を通じて、問題行為の多いと考えられる
業種等を拾い出したうえで、特定業種等に対して調査
を行うといった取組を実施するなど、フリーランス・
トラブル 110 番から問題事例を吸い上げる仕組みを充
実させていく。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーラン

ス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  









問１３―２ 

 
２．「６０日の期間内」との規定については、①内閣官

房の調査（令和３年度）によれば、６０日以内の支
払いが９割を超えていたことや、②事業者の支払い
について定めた既存の法律である下請代金法では、
目的物を受領した日から遅くとも６０日以内に支払
うことを義務付けていることを踏まえたものとなっ
ている。 

 
３．いずれにしても、本法案については、特定受託事業

者に業務委託を行う事業者に対して新たに義務を課
す内容を含むものであることから、本法案が成立し
た場合には、混乱が生じないよう、施行までの間に
十分な周知を行ってまいりたい。 

 
４．周知に当たっては、関係者への説明会、パンフレッ

トの配布、関係省庁のウェブサイトやＳＮＳへの掲
載など、様々な方法で、広く国民にとって分かりや
すいものとなりよう、しっかりと周知活動を行って
まいりたい。 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 

 

 

 

 



問１３―３ 

（参考１）下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号） 

 

（下請代金の支払期日） 

第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内

容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給

付を受領した日（役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受

けた役務の提供をした日。次項において同じ。）から起算して、六十

日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定めら

れなければならない。 

２ 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業

者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日

が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起

算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められた

ものとみなす。 

  



問１３―４ 

（参考２）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（報酬の支払期日等） 

第四条 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場

合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事

業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業

務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日（第二条第三項第

二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から

当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。）から起算して六十

日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定めら

れなければならない。 

２ 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは特

定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日が、同項の規

定に違反して報酬の支払期日が定められたときは特定業務委託事業者

が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過する

日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。 

３ 前二項の規定にかかわらず、他の事業者（以下この項及び第六項に

おいて「元委託者」という。）から業務委託を受けた特定業務委託事

業者が、当該業務委託に係る業務（以下この項及び第六項において

「元委託業務」という。）の全部又は一部について特定受託事業者に

再委託をした場合（前条第一項の規定により再委託である旨、元委託

者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日（以下この項及び次

項において「元委託支払期日」という。）その他の公正取引委員会規

則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。）には、

当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して三

十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定め

られなければならない。 

４ 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは元

委託支払期日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められた

ときは元委託支払期日から起算して三十日を経過する日が、それぞれ

報酬の支払期日と定められたものとみなす。 

５ 特定業務委託事業者は、第一項若しくは第三項の規定により定めら

れた支払期日又は第二項若しくは前項の支払期日までに報酬を支払わ

なければならない。ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由に

より支払うことができなかったときは、当該事由が消滅した日から起
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算して六十日（第三項の場合にあっては、三十日）以内に報酬を支払

わなければならない。 

６ 第三項の場合において、特定業務委託事業者は、元委託者から前払

金の支払を受けたときは、元委託業務の全部又は一部について再委託

をした特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務委託に係る

業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしな

ければならない。 

 



問１４―１ 

（対政府参考人） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問14（対政府参考人）．特定業務委託事業者の中には
小規模な事業者もいるところ、書面の交付やハラス
メント対策のための措置として、相談体制の整備に
ついてまで求めるのは、中小零細企業の負担が重い
のではないかとの懸念がある。各団体や当事者から
どのようにヒアリングしてきたか。また、ハラスメ
ント対策については、具体的にどのような措置を想
定しているのか。また、被害を申し出る際の匿名性
に関する配慮は考えているか。   
※ 

 

 

１．ハラスメント対策のため、特定業務委託事業者が講
じるべき措置の具体的内容は、 
① ハラスメント行為を行ってはならない旨の方針を
明確化し、従業員に対してその方針を周知・啓発す
ること、 

② ハラスメント行為を受けた者からの相談に適切に
対応するために必要な体制の整備、 

③ ハラスメント行為が発生した場合の事後の迅速か
つ適切な対応 

を想定している。 
  



問１４―２ 

 
２．これらの措置については、各特定業務委託事業者の
実情に応じて取り組んでいただくこととしており、相
談体制の整備については、労働法の規定により、既に
各事業者内に整備されている労働者向けのハラスメン
ト相談窓口や相談担当者が、特定受託事業者からの相
談も受け付けることなども想定しており、中小企業な
どにおいても十分対応いただける内容であると考えて
いる。 

 
３．また、書面の交付による取引条件の明示については、
現在でも企業間取引において当然行われるべき内容を
法定化するものであり、特定業務委託事業者の負担は
大きくないと考えている。 

 
４．こうした規制内容については、 
 ・ 日本商工会議所や、全国中小企業団体中央会とい

った経済団体、関係事業者等から、個別にヒアリン
グを行うとともに、 

・ パブリックコメントにより広くご意見を募集する
こと 

等により、発注事業者のご意見も踏まえながら検討を
行ってきた。 

 
５．また、（議員ご指摘の）ハラスメント被害を申し出
る者の不利益への配慮については、ハラスメント対策
の具体的な内容を定める指針等で明示することも含め、
法案成立後に関係者のご意見をいただきながら検討し
てまいりたい。 

（注１）例えば、労働法におけるハラスメント対策では、指針におい

て相談への対応又は事後の対応に当たって、相談者等のプライバシ

ーを保護するために必要な措置を講ずることが規定されている。 
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（参考１）関係団体等へのヒアリング等 

 

＜ヒアリング実施団体＞ 

〇下請取引改善に積極的な事業者等 

・ （映像企画・制作） 

・ （テレビコマーシャル及び各種映像制作） 

 ・ （ビルメンテナンス） 

・ （ソフト、システム開発） 

・ （映像企画・制作） 

 ・ （配達） 

 ・  （保険） 

・ （人材派遣） 

※名称は対外公表不可。 

→総じて、この程度の内容であれば、対応できることを確認。 

 

〇経済団体、関係事業者団体 

・  

・  

・  

・  

 ・ （ 等が加盟する団体） 

 ・ （ 等が加盟する団

体） 

 ・  

 

〇フリーランス当事者団体 

・ （全般） 

・ （アニメ制作） 

・ （芸能） 

・ （出版） 

・ （イラストト制作） 

 

〇労働団体 

・  

 

 

 





問１５―１ 

（対政府参考人） 
４月５日 衆・内閣委 岩谷 良平 君 

問１５（対政府参考人）．本法案第２条第１項は、「特
定受託事業者」の定義として、「従業員を使用しな
いもの」としているが、例えば、フリーランスがア
ルバイトなど短期や短時間の間だけ従業員を雇って
いる場合には、従業員を使用していることになるの
か。あるいは例えば父を子が、夫を妻が手伝ってい
るような場合はどうか。  

 
１．本法案の保護対象となる「特定受託事業者」の定義
においては、「従業員を使用しないもの」と規定して
いるが、仮に、受注事業者が他者を雇用した場合であ
っても、短時間・短期間のような一時的な雇用である
など、「組織」としての実態があるといえない場合に
は、「従業員」に含まれないものと整理している。 

 

２．具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考（注１）
に、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込ま
れる者」を雇用した場合には、本法案の「従業員」と
することを想定している。 

（注１）雇用保険対象者の範囲を参考にしたのは、適用対象に

ついての基準が国内で広く定着しており、これらの基準を活

用することで、法の適用対象となる発注事業者や受注事業者

たる個人にとってわかりやすくするため。 

雇用保険制度は、労働者が失業した場合の生活の安定を

図るための失業保険制度からはじまった制度であり、対象者

として、「自らの労働により賃金を得て生計を立てている労

働者」を念頭に置いている。そのため、季節労働者や学生等

の一部の者を対象から除外するなどしている。 
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一方、本法案では「従業員」を「組織」か「個人」かを画

する基準としているため、季節労働者や学生などを除外する

必要はなく、これらの点で雇用保険対象者と範囲が異なる。 

 
３．また、同居親族は「従業員」に含まれないものとす

ることを想定している。（注２） 
（注２）同居親族のみを使用する場合については、親族以外の

一般の労働者を雇う場合と比べ、実態上、就業か否かの境目

が曖昧であることも想定され、 

・ 同居親族を使用することが、必ずしも「組織としての実

態を備えている」とはいえないと考えられる上、 

・ 実際上も、「週20時間以上かつ31日以上」の雇用かどう

かを判断することも難しいと考えられる。 

 
４．本法案が成立した場合には、施行日までの間に、こ
のような本法案の「従業員」の考え方についてガイド
ライン等の形で対外的にもお示しすることとしたい。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 
 



問１５―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方

である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行

役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる

者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、従業員を

使用しないもの 

２～７ （略） 
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３．また、フリーランス・トラブル110番において、ハ
ラスメントなど、交渉力等の格差に起因して「個人」
の就業環境が害される相談も寄せられているなどの実
態がある。 

 

４．このため、本法案においては、 
・ 「業務委託の相手方である事業者で従業員を使
用しないもの」を特定受託事業者と定義し、この
法律において保護対象となるフリーランスの範囲
を明確化したうえで、 

・ 取引の適正化を図るとともに、ハラスメントの
防止などフリーランスの就業環境の整備を図るこ
ととしている。 

  なお、「フリーランス」という働き方は、様々な形
態が想定され、明確な範囲が定まっているわけではな
いことから、法律上の保護対象の呼称を「フリーラン
ス」とするのではなく、「特定受託事業者」としてい
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問１６―３ 

（参考１）新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年

６月７日閣議決定） （抜粋） 

 

Ⅲ．新しい資本主義に向けた計画的な重点投資 

３．スタートアップの起業加速及びオープンイノベーションの推進 

（１）スタートアップ育成５か年計画の策定 

⑩従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制

の整備 

創業の一形態として、従業員を雇わない、フリーランスの形態

で仕事をされる方が我が国でも462万人と増加している。他方で、

フリーランスは、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更とい

ったトラブルを経験する方が増えており、かつ、特定の発注者

（依頼者）への依存度が高い傾向にある。 

フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法といった旧来の中

小企業法制では対象とならない方が多く、相談体制の充実を図る

とともに、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国

会に提出する。 
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（参考２）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方

である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行

役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる

者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、従業員を

使用しないもの 

２～７ （略） 

 

  



問１６―５ 

（参考３）取引先とのトラブルの有無（内閣官房が関係省庁と共同で実

施したアンケート調査（令和３年）） 

  



問１６―６ 

（参考４）取引先からの書面交付状況（内閣官房が関係省庁と共同で実

施したアンケート調査（令和３年）） 

  



問１６―７ 

（参考５）フリーランス・トラブル１１０番における相談内容（令和５

年２月） 

 

 




